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(57)【要約】
　診断カプセルと、動物又は人間の体腔の中に（例えば
、尿道の中を通して動物又は人間の膀胱の中に）診断カ
プセルを送達するための様々な診断カプセル送達システ
ムと、様々な診断カプセル回収システムと、診断カプセ
ル送達システムと診断カプセル回収システムと診断カプ
セルとを含む様々なキットと、これを使用する方法とが
、本明細書に説明されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも送達装置の内腔内に位置している時には被拘束の直線形状構成を備え且つ前
記内腔の外側に位置している時には無拘束の曲線形状構成を備えるハウジングと、前記ハ
ウジング内に配置された撮像装置とを具備する診断カプセル。
【請求項２】
　前記ハウジングの外側上にアイレットをさらに具備し、該アイレットが、前記診断カプ
セルを回収するために体腔の中を通って延びるように構成された回収部材に対する取り付
けのための開口部を備える請求項１に記載の診断カプセル。
【請求項３】
　前記アイレットの中に通される所定長さの縫合糸材料をさらに具備する請求項１に記載
の診断カプセル。
【請求項４】
　前記ハウジングが前記無拘束の曲線形状構成においてＵ字形の形状構成を備える請求項
１に記載の診断カプセル。
【請求項５】
　２つの撮像装置をさらに具備し、該２つの撮像装置が前記ハウジングの互いに反対側の
端部に配置されており、且つ、前記２つの撮像装置は、前記ハウジングが前記Ｕ字形の形
状構成にある時に同一の撮像方向に方向付けされている請求項４に記載の診断カプセル。
【請求項６】
　磁気位置決め要素をさらに具備する請求項１に記載の診断カプセル。
【請求項７】
　前記ハウジングが前記無拘束の曲線形状構成においてＵ字形の形状構成を備え、当該診
断カプセルが２つの撮像装置をさらに具備し、前記２つの撮像装置が前記ハウジングの互
いに反対側の端部に配置されており、前記２つの撮像装置は、前記ハウジングが前記Ｕ字
形の形状構成にある時に同一の撮像方向に方向付けされており、当該診断カプセルが前記
２つの撮像装置の間に配置された磁気位置決め要素をさらに具備する請求項１に記載の診
断カプセル。
【請求項８】
　前記ハウジングが前記Ｕ字形の形状構成にある時に、前記磁気位置決め要素は前記ハウ
ジングの頂点に位置している請求項７に記載の診断カプセル。
【請求項９】
　シースであって、近位端部と遠位端部と当該シースの中を貫通して延びる第１の内腔と
を有するシースと、
　少なくとも前記シースの前記第１の内腔内に位置している時には被拘束の直線形状構成
を備え且つ前記第１の内腔の外側に位置している時には無拘束の曲線形状構成を備えるハ
ウジングを備え、該ハウジング内に配置された撮像装置を備える診断カプセルと、
　前記第１の内腔の中を通して前記診断カプセルを移動させるために前記第１の内腔の中
を通って前進する大きさにされている細長い栓塞子と、
　を具備する診断カプセル送達システム。
【請求項１０】
　ハウジングと該ハウジングの中に形成されているか又は前記ハウジングに取り付けられ
ているアイレットとを備える診断カプセルと、
　細長い栓塞子と、
　シースであって、近位端部と遠位端部と当該シースの中を貫通して延びる第１の内腔と
を有し、前記第１の内腔が該第１の内腔の中を前記栓塞子と前記診断カプセルとが通過す
ることを可能にする大きさにされているシースと、
　前記診断カプセルの前記アイレットに取り付けられている回収部材であって、前記シー
スの前記第１の内腔の中を通って前記シースの前記近位端部から前記シースの前記遠位端
部に延びるのに十分な長さを備える回収部材と、
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　を具備する診断カプセル送達システム。
【請求項１１】
　前記栓塞子が、近位端部と、遠位端部と、当該栓塞子の前記近位端部及び前記遠位端部
間で当該栓塞子の中を貫通して延びる第２の内腔とを有する請求項９又は請求項１０のい
ずれか一方に記載の診断カプセル送達システム。
【請求項１２】
　前記栓塞子が、近位端部と、遠位端部と、当該栓塞子の前記遠位端部近傍の磁気位置決
め要素とを有し、前記診断要素は、前記診断要素が前記栓塞子の前記遠位端部に磁気的に
吸引されることが可能であるように磁気位置決め要素を備える請求項９又は請求項１０の
いずれか一方に記載の診断カプセル送達システム。
【請求項１３】
　前記診断カプセルの前記ハウジングが前記栓塞子の前記遠位端部内に保持されている請
求項９又は請求項１０のいずれか一方に記載の診断カプセル送達システム。
【請求項１４】
　前記栓塞子の前記遠位端部が凹面形状を備え、且つ、前記診断カプセルの前記ハウジン
グが前記凹面形状に対して相補的な凸面部分を備える請求項９又は請求項１０のいずれか
一方に記載の診断カプセル送達システム。
【請求項１５】
　前記ハウジングが前記無拘束の曲線形状構成においてＵ字形の形状構成を備える請求項
９に記載の診断カプセル送達システム。
【請求項１６】
　前記診断カプセルが２つの撮像装置をさらに備え、該２つの撮像装置が前記ハウジング
の互いに反対側の端部に配置されており、且つ、前記２つの撮像装置は、前記ハウジング
がＵ字形の形状構成にある時に同一の撮像方向に方向付けされている請求項１５に記載の
診断カプセル送達システム。
【請求項１７】
　前記診断カプセルが磁気位置決め要素をさらに備える請求項９に記載の診断カプセル送
達システム。
【請求項１８】
　前記診断カプセルの前記ハウジングが前記無拘束の曲線形状構成においてＵ字形の形状
構成を備え、前記診断カプセルが２つの撮像装置をさらに備え、該２つの撮像装置が前記
ハウジングの互いに反対側の端部に配置されており、且つ、前記２つの撮像装置は、前記
ハウジングがＵ字形の形状構成にある時に同一の撮像方向に方向付けされており、前記診
断カプセルが磁気位置決め要素をさらに備える請求項９に記載の診断カプセル送達システ
ム。
【請求項１９】
　前記磁気位置決め要素は、前記ハウジングが前記Ｕ字形の形状構成にある時に前記ハウ
ジングの頂点に位置している請求項１８に記載の診断カプセル送達システム。
【請求項２０】
　前記回収部材が前記栓塞子の前記第２の内腔の中を通されている請求項１０に記載の診
断カプセル送達システム。
【請求項２１】
　前記診断カプセルが前記ハウジングの中を貫通して形成されたチャネルを備え、当該診
断カプセル送達システムが前記チャネル内に配置されている首部分を備える膨張式バルー
ンをさらに具備する請求項１０に記載の診断カプセル送達システム。
【請求項２２】
　前記診断カプセルが前記ハウジング内に配置されている電源をさらに備え、該電源は前
記撮像装置に対して動作可能に接続されている請求項９及び請求項１０のいずれか一方に
記載の診断カプセル送達システム。
【請求項２３】
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　前記診断カプセルが発光要素をさらに備える請求項９及び請求項１０のいずれか一方に
記載の診断カプセル送達システム。
【請求項２４】
　前記診断カプセルが前記ハウジング内に検体収集リザーバをさらに備える請求項９及び
請求項１０のいずれか一方に記載の診断カプセル送達システム。
【請求項２５】
　前記診断カプセルが前記ハウジング内に送信機をさらに備え、該送信機が、前記ハウジ
ングの外側に配置されている受信機に対して、前記撮像装置によって得られたデータを送
信するように動作可能である請求項９及び請求項１０のいずれか一方に記載の診断カプセ
ル送達システム。
【請求項２６】
　前記送信機が無線送信機を備える請求項９及び請求項１０のいずれか一方に記載の診断
カプセル送達システム。
【請求項２７】
　ハウジングと、
　該ハウジング内に配置された撮像装置と、
　前記ハウジングの外側上のアイレットであって、前記診断カプセルを回収するために体
腔の中を通って延びるように構成された回収部材に対する取り付けのための開口部を備え
るアイレットと、
　を具備する診断カプセル。
【請求項２８】
　前記アイレットの中に通される所定長さの縫合糸材料をさらに具備する請求項２７に記
載の診断カプセル。
【請求項２９】
　シースであって、近位端部と遠位端部と当該シースの中を貫通して延びる第１の内腔と
を有するシースと、
　少なくとも部分的に膨張させられている間に前記シースの中を通過するように構成され
たバルーンであって、膨張式の端部と首端部とを有するバルーンと、
　請求項１に記載の診断カプセルであって、前記バルーンの前記首端部を受け入れること
が可能な貫通チャネルをさらに備え、前記の首端部は当該診断カプセルの前記貫通チャネ
ルの中を通って延びる診断カプセルと、
　細長い栓塞子であって、
　前記シースが前記栓塞子と前記診断カプセルとを受け入れることが可能であり、前記シ
ースは任意に動物の体の内側から動物の体の外側に延びることが可能であり、前記動物の
体の内側は任意に動物の膀胱の内側を備え、前記栓塞子は前記シースの前記近位端部から
前記シースの前記遠位端部に延びることが可能であり、前記栓塞子は、任意の流体通過の
ための第２の内腔を任意に備え、前記流体通過は任意に動物の膀胱の中へ又は外へであり
、前記流体通過は任意に前記バルーンの中へ又は外へである細長い栓塞子と、
　前記アイレットに取り付けられた任意の回収部材であって、前記診断カプセルの回収を
可能にするために体腔の中を通って延びるように構成された回収部材と、
　を具備する診断カプセル送達システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本特許出願は、本明細書に引例として組み込まれている２００８年１１月１７日付けで
出願された標題「診断カプセル及びこれを使用する方法（ＤＩＡＧＮＯＳＴＩＣ　ＣＡＰ
ＳＵＬＥＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＯＦ　ＵＳＩＮＧ　ＳＡＭＥ）の米国仮特許出願
第６１／１１５，３８８号明細書の合衆国法典第３５巻の第１１９条（ｅ）に基づく利益
を請求する。
【０００２】
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　本発明は、体内医療診断に使用するための医療機器（例えば診断カプセル）とこれを使
用する方法とに関する。
【背景技術】
【０００３】
　例えばセンサと撮像装置とを有するカプセルの形状である医療機器が、胃腸病学的処置
において使用されている。例えば、内視鏡機器及び他の機器を含むカプセルが、特許文献
１（イッダン他）、特許文献２（アルファーノ他）、特許文献３（マリック他）、特許文
献４（モリ他）、特許文献５（ウェイクフィールド）、特許文献６（オカダ他）、特許文
献７（リー他）、特許文献８（ウォン他）、特許文献９（ウィリアム他）において説明さ
れている。特許文献１０（ヤチア他）が、尿失禁を治療するための膨張式バルーンを説明
している。しかし、改良された医療機器（例えばカプセル）システムと方法とが求められ
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第５，６０４，５３１号明細書
【特許文献２】米国特許第６，２４０，３１２号明細書
【特許文献３】米国特許第７，０３９，４５３号明細書
【特許文献４】米国特許出願第２００７／００８３０８３号明細書
【特許文献５】米国特許出願第２００４／０１９９０５４号明細書
【特許文献６】米国特許出願第２００５／０１６５２７２号明細書
【特許文献７】米国特許出願第２００８／０２４９３６０号明細書
【特許文献８】米国特許出願第２００５／０１４８８４２号明細書
【特許文献９】米国特許出願第２００５／０１９２４７８号明細書
【特許文献１０】米国特許第６，２９３，９２３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　診断カプセル、診断カプセルを動物又は人間の体腔の中に（例えば、尿道の中を通して
動物又は人間の膀胱の中に）送達するための様々な診断カプセル送達システム、様々な診
断カプセル回収システム、診断カプセル送達システムと診断カプセル回収システムと診断
カプセルとを含む様々なキット、及び、これを使用する方法とが、本明細書で説明されて
いる。
【０００６】
　本明細書で説明されている診断カプセルは、尿路及び膀胱を含む体腔の中に送達される
ことが可能であるが、この診断カプセルは、広範囲の様々な体腔（例えば、鼻、動脈、口
、食道、腸管の内腔等）内で使用可能である。さらに、本開示内容の診断カプセルは広範
囲の様々な診断機器を含んでもよい。
【０００７】
　例えば尿路又は膀胱の治療が、例えば従来の機器の限界のせいで困難であることがある
。例えば、特定の機器が大きくて扱いにくく、及び、患者の尿道内の通過に関して患者に
不快感を生じさせることがある。特定の機器は、例えば、こうした検査中に患者が膀胱か
ら排泄することを可能にしない。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本明細書で説明されている診断カプセルの実施形態は、その一態様において、少なくと
も送達装置の内腔内に位置している時には被拘束の直線形状構成を備え且つその内腔の外
側に位置している時には無拘束の曲線状の形状構成を備えるハウジングと、このハウジン
グ内に配置されている撮像装置とを備える。
【０００９】
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　幾つかの実施形態では、本明細書で説明されている診断カプセルは、ハウジングの外側
上にアイレットを備えてもよく、このアイレットは、診断カプセルを回収するために体腔
の中を通って延びるように構成された回収部材（ｒｅｔｒｉｅｖａｌ　ａｒｔｉｃｌｅ）
に対する取り付けのための開口部を備えてもよい。
【００１０】
　幾つかの実施形態では、本明細書で説明されている診断カプセルが、アイレットの中に
通される所定長さの縫合糸を備えてもよい。
【００１１】
　幾つかの実施形態では、本明細書で説明されている診断カプセルが、無拘束の曲線形状
構成においてＵ字形の形状構成を備えるハウジングを備えてもよい。幾つかの実施形態で
は、この診断カプセルは、２つの撮像装置をさらに備え、この２つの撮像装置がハウジン
グの互いに反対側の端部に配置されており、且つ、この２つの撮像装置は、ハウジングが
Ｕ字形の形状構成にある時に同一の撮像方向に方向付けされている。
【００１２】
　幾つかの実施形態では、本明細書で説明されている診断カプセルは、磁気位置決め要素
を備えてもよい。
【００１３】
　幾つかの実施形態では、本明細書で説明されている診断カプセルは、無拘束の曲線形状
構成においてＵ字形の形状構成を備えるハウジングを有し、及び、この診断カプセルは、
さらに、２つの撮像装置を備え、この２つの撮像装置がハウジングの互いに反対側の遠位
端部に配置されており、この２つの撮像装置は、ハウジングがＵ字形の形状構成にある時
に同一の撮像方向に方向付けされており、この診断カプセルが、その２つの撮像装置の間
に配置された磁気位置決め要素をさらに備える。幾つかの実施形態では、ハウジングがＵ
字形の形状構成にある時に、この磁気位置決め要素はハウジングの頂点に位置している。
【００１４】
　別の態様では、シースであって、近位端部と遠位端部とそのシース（ｓｈｅａｔｈ）の
中を貫通して延びる第１の内腔とを有するシースと、少なくともこのシースの第１の内腔
内に位置している時には被拘束の直線形状構成を備え且つこの第１の内腔の外側に位置し
ている時には無拘束の曲線形状構成を備えるハウジングを備え、このハウジング内に配置
された撮像装置を備える診断カプセルと、第１の内腔の中を通して診断カプセルを移動さ
せるために第１の内腔の中を通って前進する大きさにされている細長い栓塞子（ｏｂｔｕ
ｒａｔｏｒ）とを具備する診断カプセル送達システムが提供される。
【００１５】
　別の態様では、ハウジングとこのハウジング内に形成されているか又は他の形でこのハ
ウジングに取り付けられているアイレットとを備える診断カプセルと、細長い栓塞子と、
シースであって、近位端部と遠位端部とそのシースの中を貫通して延びる第１の内腔とを
有し、この第１の内腔がこの第１の内腔の中を栓塞子と診断カプセルとが通過することを
可能にする大きさにされているシースと、診断カプセルのアイレットに取り付けられてい
る回収部材であって、シースの第１の内腔の中を通ってシースの近位端部からシースの遠
位端部に延びるのに十分な長さを備える回収部材とを具備する診断カプセル送達システム
が提供される。
【００１６】
　本明細書で説明されている診断カプセル送達システムの幾つかの実施形態では、栓塞子
が、近位端部と、遠位端部と、その栓塞子の近位端部及び遠位端部間で栓塞子の中を貫通
して延びる第２の内腔とを備える。
【００１７】
　本明細書で説明されている診断カプセル送達システムの幾つかの実施形態では、栓塞子
が、近位端部と、遠位端部と、その栓塞子の遠位端部近傍の磁気位置決め要素とを有し、
この診断要素は、この診断要素が栓塞子の遠位端部に磁気的に吸引されることが可能であ
るように磁気位置決め要素を備える。
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【００１８】
　本明細書で説明されている診断カプセル送達システムの幾つかの実施形態では、診断カ
プセルのハウジングが栓塞子の遠位端部内に保持されている。
【００１９】
　本明細書で説明されている診断カプセル送達システムの幾つかの実施形態では、栓塞子
の遠位端部が凹面形状を備え、且つ、診断カプセルのハウジングがこの凹面形状に対して
相補的な凸面部分を備える。
【００２０】
　本明細書で説明されている診断カプセル送達システムの幾つかの実施形態では、ハウジ
ングがその無拘束の曲線形状構成においてＵ字形の形状構成を備える。幾つかの実施形態
では、診断カプセルが２つの撮像装置を備え、この２つの撮像装置がハウジングの互いに
反対側の端部に配置されており、且つ、この２つの撮像装置は、ハウジングがＵ字形の形
状構成にある時に同一の撮像方向に方向付けされている。
【００２１】
　本明細書で説明されている診断カプセル送達システムの幾つかの実施形態では、診断カ
プセルが磁気位置決め要素をさらに備える。
【００２２】
　本明細書で説明されている診断カプセル送達システムの幾つかの実施形態では、診断カ
プセルのハウジングがその無拘束の曲線形状構成においてＵ字形の形状構成を備え、診断
カプセルが２つの撮像装置をさらに備え、この２つの撮像装置がハウジングの互いに反対
側の端部に配置されており、且つ、この２つの撮像装置は、ハウジングがＵ字形の形状構
成にある時に同一の撮像方向に方向付けされており、診断カプセルが磁気位置決め要素を
さらに備える。幾つかの実施形態では、この磁気位置決め要素は、ハウジングがＵ字形の
形状構成にある時にそのハウジングの頂点に位置している。
【００２３】
　本明細書で説明されている診断カプセル送達システムの幾つかの実施形態では、回収部
材が栓塞子の第２の内腔の中を通されている。
【００２４】
　本明細書で説明されている診断カプセル送達システムの幾つかの実施形態では、診断カ
プセルは、ハウジングの中を貫通して形成されたチャネルを備え、この診断カプセル送達
システムがそのチャネル内に配置されている首部分を備える膨張式バルーンをさらに具備
する。
【００２５】
　本明細書で説明されている診断カプセル送達システムの幾つかの実施形態では、診断カ
プセルがハウジング内に配置されている電源をさらに備え、この電源は撮像装置に対して
動作可能に接続されている。
【００２６】
　本明細書で説明されている診断カプセル送達システムの幾つかの実施形態では、診断カ
プセルが発光要素をさらに備える。
【００２７】
　本明細書で説明されている診断カプセル送達システムの幾つかの実施形態では、診断カ
プセルがハウジング内に検体収集リザーバをさらに備える。
【００２８】
　本明細書で説明されている診断カプセル送達システムの幾つかの実施形態では、診断カ
プセルがハウジング内に送信機をさらに備え、この送信機が、ハウジングの外側に配置さ
れている受信機に対して、撮像装置によって得られたデータを送信するように動作可能で
ある。幾つかの実施形態では、この送信機が無線送信機を備える。
【００２９】
　別の態様においては、本明細書で説明されている診断カプセルの幾つかの実施形態は、
ハウジングと、このハウジング内に配置された撮像装置と、ハウジングの外側上のアイレ
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ットとを備えてもよく、このアイレットが、診断カプセルを回収するために体腔の中を通
って延びるように構成された回収部材に対する取り付けのための開口部を備えてもよい。
幾つかの実施形態では、診断カプセルは、アイレットの中に通される所定長さの縫合材料
を有してもよい。
【００３０】
　別の態様においては、本明細書で説明されている診断カプセルの幾つかの実施形態は、
シースであって、近位端部と遠位端部とそのシースの中を貫通する第１の内腔とを有する
シースと、少なくとも部分的に膨張させられている間にシースの中を通過するように構成
されているバルーンであって、膨張式の端部と首端部とを有するバルーンと、本明細書で
説明されている診断カプセルであって、このバルーンの首端部を受け入れることが可能な
貫通チャネル（ｔｈｒｏｕｇｈ－ｃｈａｎｎｅｌ）をさらに備え、その首端部はこの診断
カプセルの貫通チャネルの中を通って延びる診断カプセルと、細長い栓塞子であって、シ
ースがその栓塞子と診断カプセルとを受け入れることが可能であり、シースは任意に動物
の体の内側から動物の体の外側に延びることが可能であり、動物の体の内側は任意に動物
の膀胱の内側を備え、その栓塞子はシースの近位端部からシースの遠位端部に延びること
が可能であり、その栓塞子は、任意の流体通過のための第２の内腔を任意に備え、この流
体通過は任意に動物の膀胱の中へ又は外へであり、この流体通過は任意にバルーンの中へ
又は外へのである栓塞子と、アイレットに取り付けられた任意の回収部材であって、診断
カプセルの回収を可能にするために体腔の中を通って延びるように構成された回収部材と
を具備してもよい。
【００３１】
　本明細書で使用されている単語「好ましい（ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ）」及び「好ましくは
（ｐｒｅｆｅｒａｂｌｙ）」は、特定の状況下で特定の利点を有することがある実施形態
に向けられている。しかし、他の実施形態も、同一の又は他の状況下において好ましいこ
とがある。さらに、１つ又は複数の好ましい実施形態の詳述が、他の実施形態が有用では
ないということを含意せず、本発明の範囲から他の実施形態を排除することは意図されて
いない。
【００３２】
　本明細書で使用される場合に、「１つの（ａ）」、「１つの（ａｎ）」、「その（ｔｈ
ｅ）」、「少なくとも１つの（ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｏｎｅ）」、及び、「１つ又は複数の
（ｏｎｅ　ｏｒ　ｍｏｒｅ）」は、互いに置き換え可能な形で使用される。したがって、
例えば、撮像装置（ａ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ）は、１つ、２つ、３つ、又は、
それより多くの撮像装置を意味するように使用されることがある。
【００３３】
　術語「及び／又は（ａｎｄ／ｏｒ）」は、列挙されている要素の１つ又はすべて、又は
、列挙されている要素の任意の２つ以上の組合せを意味する。
【００３４】
　上述の概要は、本明細書で説明されている健康管理送達監視システム及び方法の各々の
具体例又はあらゆる実施例を説明することは意図されていない。むしろ、本明細書で説明
されている健康管理送達監視システムのより包括的な理解が、添付図面の図を考慮して、
以下の例示的な実施形態の説明と特許請求の範囲とを参照することによって、明らかにな
り且つ理解されるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１は、アイレットを含む診断カプセルの例示的な一実施形態を示す。
【図２】図２は、アイレットと貫通チャネルとを有する診断カプセルの別の例示的な実施
形態を示す。
【図３Ａ】図３Ａは、アイレットと細長い形状構成とを有する診断カプセルの別の例示的
な実施形態を示す。
【図３Ｂ】図３Ｂは、曲線形状構成を有する診断カプセルの例示的な一実施形態を示す。
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【図３Ｃ】図３Ｃは、曲線形状構成を有する診断カプセルの別の例示的な実施形態を示す
。
【図３Ｄ】図３Ｄは、送達装置の内腔内の被拘束の形状構成を有する診断カプセルの別の
例示的な実施形態を示す。
【図３Ｅ】図３Ｅは、無拘束の曲線形状構成の形の図３Ｄの診断カプセルを示す。
【図４】図４は、診断カプセルの別の例示的な実施形態を示す。
【図５Ａ】図５Ａは、診断カプセルと共にバルーンを使用する診断カプセル送達システム
の例示的な実施形態を示す。
【図５Ｂ】図５Ｂは、診断カプセルと共にバルーンを使用する診断カプセル送達システム
の例示的な実施形態を示す。
【図６Ａ】図６Ａは、診断カプセル送達システムの別の例示的な実施形態を示す。
【図６Ｂ】図６Ｂは、診断カプセル送達システムの別の例示的な実施形態を示す。
【図７】図７は、診断カプセル回収システムの例示的な実施形態を示す。
【図８】図８は、診断カプセル回収システムの別の例示的な実施形態を示す。
【図９】図９は、本明細書で説明されている診断カプセルの移動を補助するための複数の
磁石を含んでもよい任意の下着（ｕｎｄｅｒｇａｒｍｅｎｔ）のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　例示的な実施形態の以下の説明では、本明細書の一部を形成する図面の添付図が参照さ
れ、これらの添付図においては、図解によって、このシステム及び／又は方法が実施され
ることが可能な特定の実施形態が示されている。他の実施形態が使用可能であり、且つ、
本発明の範囲からの逸脱なしに構造的な変更が行われてよいということを理解されたい。
【００３７】
　本明細書で説明されている診断カプセルとシステムとキットと方法は、患者の不快感の
低減と、専門医の所要時間の短縮と、検査データの改善とのような、様々な利点を提供す
る。
【００３８】
　こうした装置は、（潜在的には家庭内においてさえ）看護婦又は他のヘルスケア提供者
によって患者に診断カプセルが配備されることを可能にし、且つ、任意の適切なデータ送
信システム（例えばインターネット等）を使用して遠隔施設に画像が送信されることを可
能にする、遠隔内視鏡検査のために有用であることが可能である。こうした装置は、さら
に、従来の内視鏡検査機器を入手し滅菌し且つ維持管理するコストを削除し、且つ、こう
した職務を行うために必要とされる事務所空間と人員とを不要にすることが可能である。
このシナリオでは、患者から遠く離れた場所にいる医師が画像及び他のデータを受け取り
、診断又は他の評価を提供し、及び、医師と患者との間の対面的な対話の必要なしに、こ
のサービスに関する職業的な料金を得ることが可能である。
【００３９】
　本明細書で説明されている診断カプセルの幾つかの実施形態が、ハウジングとアイレッ
トと様々な任意の構成要素とを含む。
【００４０】
　このハウジングは、例えば尿道の中への挿入と尿道を経由した膀胱の中への通過のため
に、任意の適切な形状構成とサイズと形状構成とにおいて提供される。例えば、丸い端縁
と丸い隅とを有するハウジングが使用されてもよい。ハウジングは、さらに、実質的に球
状の形、実質的に細長い形等であってもよい。球状の設計は、例えば、膀胱内での視覚化
の改善を実現する。例えば、膀胱が球状なので、カメラ又は他の撮像装置がハウジングの
周囲に配置されることが可能である。１つ又は複数の実施形態では、ハウジングの一部分
が半長円体であってもよい。このハウジングは遠位端部と近位端部とを有してもよい。他
の実施形態では、このハウジングはさらに円筒形又は細長い形であり、これによって細長
い形状を実現する。
【００４１】
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　本明細書で説明されている診断カプセルのためのハウジングは、広範囲の様々な適切な
材料の１つ又は複数から形成される。例えば、ハウジングは、金属材料、ケイ素を主成分
とする（例えばシリコーンを主成分とする）材料、ポリマーを主成分とする材料、セラミ
ック等で形成されることが可能である。当業者は他の適切なハウジング材料を考慮するだ
ろう。幾つかの実施形態では、ハウジングは、診断カプセルが配備される器官の内部での
感染の低減及び／又は疾患の診断又は治療の実現のために、特定の物質で被覆されるか、
又は、特定の物質を含むことも可能である。このハウジング材料は、幾つかの実施形態で
は、患者に対して診断カプセルから直接的に１つ又は複数の薬剤又は他の医療物質を送達
するための薬剤溶離機能に適していることも可能である。
【００４２】
　１つ又は複数の実施形態では、ハウジングは、例えば診断手続きに使用するために、細
長い通路（例えば尿路）の中を通して前進させられるように適合化させられることも可能
である。
【００４３】
　本明細書で説明されている診断カプセルは、幾つかの実施形態では、ハウジングの中に
形成されているか又は他の形でそのハウジングの外側に取り付けられているアイレットを
有してもよい。例えば、このアイレットがハウジング内に形成される場合には、このアイ
レットは、配備及び／又は回収部材がその中を通して診断カプセルに取り付けられること
が可能なハウジング材料の中を通る通路を有してもよい。１つ又は複数の実施形態では、
回収部材は、アイレットの中を通されている縫合糸であってもよい。１つ又は複数の実施
形態では、このアイレットは、別の形でハウジングに取り付けられているリング、ループ
、フックアイ（ｈｏｏｋｅｙｅ）、フック等を有してもよい。例えば、リング又はフック
は、その中を通して回収部材を受け入れことが可能であり、及び、任意のタイプのコネク
タによってハウジングに取り付けられることが可能であってもよい。
【００４４】
　１つ又は複数の実施形態では、本明細書で説明されている診断カプセルは、任意の回収
部材を有してもよい。例えば、適切な回収部材は、非限定的に、縫合糸、ストリング、ス
レッド、ワイヤ、チェーン、電線（ｐｏｗｅｒ　ｌｉｎｅ）等を有してもよい。回収部材
は、ハウジングの中に形成されているか又は他の形でハウジングに取り付けられているア
イレットの中をその回収部材が通されることが可能であるように、任意の適切な直径を有
することが可能である。
【００４５】
　１つ又は複数の実施形態では、この回収部材は、非吸収性の回収部材、抗菌性の回収部
材、被覆された回収部材、コイル状の回収部材、又は、編まれている回収部材等であって
もよい。本開示内容の説明では、「非吸収性の（ｎｏｎ－ａｂｓｏｒｂａｂｌｅ）」は、
回収部材（例えば縫合糸）が、体液又は組織との接触中において通常の使用時に吸収又は
分解されることがないということを意味する。抗菌性である回収部材は、回収部材内に埋
め込まれているか又は他の形で回収部材に取り付けられている抗菌性構成要素を有するこ
とが可能である。１つ又は複数の実施形態では、回収部材は、ポリマーを主成分とする材
料、金属、合金、又は、他の何らかの材料によって被覆されることが可能である。例えば
、回収部材上の被覆が、滑らかさ、剛性、引張り強度、耐薬品性、及び／又は、他の特性
を非限定的に含む特性を回収部材に与えることが可能である。１つ又は複数の実施形態で
は、２つ以上（例えば、２つ以上、３つ以上等）の回収部材が使用されることが可能であ
り、及び、コイル状（例えば２重螺旋形状構成）に巻かれることが可能であるか、又は、
編まれることが可能である。回収部材は、その回収部材を引っ張ることが、例えば尿路の
中を通して、診断カプセルを引っ張ることを結果的に生じさせるように、任意の適切な引
張り強度を持たなければならない。
【００４６】
　回収部材は、広範囲の様々な適切な材料の１つ又は複数から形成されてもよい。幾つか
の潜在的に適切な回収部材材料は、例えば、自然材料又は合成材料、ポリマーを主成分と
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する材料、金属、及び、合金を非限定的に有してもよい。当業者は、他の適切な回収部材
材料を考慮するだろう。
【００４７】
　回収部材がアイレットに固定されている、例えば膀胱内における使用のための診断カプ
セルのハウジングの外側上へのアイレット（例えばフックアイ、フック、ループ、又は、
リング）の組み込みが、患者に対する不快感を低減させながら、且つ、例えば診断カプセ
ルによるデータの収集の最中にシース又は他の送達装置が所定位置に留まる必要なしに、
診断カプセルの回収が実現されるので、利点を有する。
【００４８】
　１つ又は複数の実施形態では、本明細書で説明されている診断カプセルは、ハウジング
内にあるか又はハウジングに連結されている磁気位置決め要素を有してもよい。本明細書
で使用される場合に、術語「磁気位置決め要素」は、永久的に磁性を有する材料及び／又
は磁力に感受性がある材料を含む。磁気位置決め要素は磁界を放出し、及び、他の磁気材
料（例えば、金属又は他の磁石）を吸引することが可能である。１つ又は複数の実施形態
では、磁気位置決め要素は、永久磁石である材料と、磁化されることが可能な材料とを有
してもよい。磁気材料は、非限定的に、鉄、ニッケル、ホウ素、コバルト、希土類金属、
及び、これらの組合せを含む。当業者は、ハウジング内にあるか又はハウジングに連結さ
れている磁気位置決め要素の中に他の適切な磁気材料が含まれてもよいということを考慮
するだろう。診断カプセルの個別的な用途又は意図された動きに応じて、１つ又は複数の
磁気位置決め要素が、各々の診断カプセルに関連して提供され、及び、磁気位置決め要素
の構成／位置決めは、所望の位置決め性能を実現するように選択されることが可能である
。
【００４９】
　１つ又は複数の磁気位置決め要素を含む診断カプセルは、外部から、患者の皮膚表面上
に置かれている磁界発生装置によって動かされることが可能であることが好ましい。この
カプセルの移動は、さらに、磁界発生装置のより高度の構成によって、又は、コンピュー
タ制御される標準化プロトコルの一部分として磁気位置決め要素を移動させる特化された
機器の使用によって実現される。さらに、磁石と所要のデータ捕捉装置とを備えている下
着も本発明に組み込まれる。例えば、磁気下着内の磁界の選択的なスイッチングが、配備
された器官内での標準化された形での診断カプセルの動きを容易化する。この磁気下着は
、選択された方向に診断カプセルが移動することを生じさせるための力（吸引力及び／又
は反発力）を提供するように選択的に起動されることが可能な複数の磁界発生装置（例え
ば、制御システムに動作的に接続された電磁石等）を有してもよい。
【００５０】
　診断カプセルの磁気特性も、体腔の組織を前処理することによって診断目的及び／又は
治療目的に合わせて増大させられてもよい。例えば、診断カプセルの磁石移動を増大させ
る方法として体腔の中に鉄乳剤が注入されることが可能である。例えば膀胱癌に関係した
診断的な関連及び潜在的に治療的な関連のために、癌細胞に対する抗体が鉄粒子に付けら
れることも可能である。その乳剤による前処理は、鉄粒子を伴う抗体が腫瘍細胞に付着す
ることを生じさせてもよい。その次に、診断カプセルの配備が、こうした区域の識別とこ
うした区域の治療とって有利である。同一の着想の他の適用が、膀胱癌以外の疾患に関し
ても想定されることが可能である。
【００５１】
　１つ又は複数の実施形態では、本明細書で説明されている診断カプセルは、ハウジング
内に１つ又は複数の発光要素を有してもよい。本明細書で使用される場合に、「発光要素
」は、診断カプセル上又は診断カプセル内の他の診断装置（例えば、カメラのような撮像
装置）に関連して使用されることが可能な任意の波長の電磁エネルギー（例えば、可視ス
ペクトル内の任意の光、紫外光、赤外光等）を放出することが可能な任意の装置を含む。
診断カプセルは、２つ以上の発光要素を含み、各々の発光要素によって放出される光は同
一の波長又は互いに異なった波長であってもよい。１つ又は複数の実施形態では、１つ又
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は複数の発光要素は、その１つ又は複数の発光要素のいずれかをオン／オフすることが可
能な電子回路を有してもよい。１つ又は複数の実施形態では、発光要素（例えばストロボ
のような発光機構）は、腫瘍の識別を補助するために感光剤と共に又は感光剤なしに使用
されることがある。１つ又は複数の実施形態では、複数の発光要素（例えばトラック照明
（ｔｒａｃｋ　ｌｉｇｈｔｉｎｇ））が、（例えば画像回収のために）潜在的に重要な区
域を照明するために診断カプセル上に備わってもよい。診断カプセルの発光要素は、さら
に、外科用ナビゲーションシステムに関連して使用されることもある。例えば、診断カプ
セルが、外科的処置中に外科的対象区域を識別するために使用されることが可能である。
光を用いる診断カプセルの識別が、この目的を実現するために使用可能である。
【００５２】
　１つ又は複数の実施形態では、本明細書で説明されている診断カプセルは、ハウジング
内に１つ又は複数の任意の撮像装置を有してもよい。例えば、１つ又は複数の撮像装置が
、診断カプセルの外側の画像（例えば膀胱内層）を捕捉することが可能な、ハウジング内
に配置されているカメラを有してもよい。１つ又は複数の実施形態では、１つ又は複数の
撮像装置は静止画像及び／又はビデオ画像を得ることが可能であり、及び、この画像は任
意の適切な毎秒フレーム数（例えば、１以上の、２以上、５以上、１０以上、又は、２０
以上の毎秒フレーム数）で捕捉されてもよい。１つ又は複数の任意の撮像装置は、光の強
度が低い環境内で画像を捕捉するように適合化されてもよい。複数の撮像装置を含む１つ
又は複数の実施形態では、各撮像装置の視野が互いに重なり合っても重なり合わなくても
よく、及び、完全に互いに反対の方向に方向付けられても、互いに直角に方向付けられて
も、又は、別の撮像装置に対して何らかの他の角度に方向付けられてもよい。１つ又は複
数の実施形態では、ハウジングは、診断カプセルの撮像装置部分を覆う半長円体形のレン
ズ又はドームを含むことがあり、このハウジングの半長円体形状は、例えば、尿道内への
診断カプセルの導入を補助する。１つ又は複数の実施形態では、１つ又は複数の任意の撮
像装置を含む診断カプセルは、腔内メモ（ＮＯＴＥＳ）用途のためのカメラとして使用さ
れることがある。
【００５３】
　１つ又は複数の実施形態では、本明細書で説明されている診断カプセルは、ハウジング
内の１つ又は複数の任意の検体収集リザーバを有してもよい。例えば、１つ又は複数の検
体収集リザーバは、流体を中に有する体腔の中に診断カプセルが存在している最中に流体
の流入だけを可能にするための任意の逆止め弁を有してもよいし、この逆止め弁は、体腔
内に診断カプセルが位置していない時に収集検体に到達するように他の形で操作されても
よい。診断カプセルが体腔内に配置されている１つ又は複数の実施形態では、１つ又は複
数の任意の検体収集リザーバは、近位の体液を収集する（例えば、例えば膀胱内に診断カ
プセルが配置されている時の、無菌の尿の受動的収集）か又は体組織を収集するために使
用されてもよい。当業者は、他の適切なタイプの検体収集リザーバと、これに対応した任
意の検体収集機器とを考慮するだろう。１つ又は複数の実施形態では、検体収集リザーバ
は任意の適切なサイズであることが可能である（例えば０－１０立方センチメートル、０
－２立方センチメートル等）。
【００５４】
　１つ又は複数の実施形態では、本明細書で説明されている診断カプセルは、１つ又は複
数の任意のセンサをハウジング内に有してもよい。例えば、１つ又は複数のセンサは、次
の任意のセンサの１つ又は複数、すなわち、圧力マノメータ、インピーダンスセンサ（例
えば、腫瘍を識別するために有用であることがある）、生物マーカー検出センサ、及び、
温度センサの１つ又は複数を有してもよい。診断カプセルが体腔（例えば、膀胱）内に配
置される１つ又は複数の実施形態では、１つ又は複数の任意のセンサは、例えば、圧力、
温度、光、及び、環境の他の物理的又は化学的特性又は内腔壁の属性に関するデータを測
定及び収集するために使用されてもよい。当業者は、本開示内容の診断カプセルにおいて
有用であり得る他の適切なタイプのセンサとこれに対応する任意のセンサ機器とを考慮す
るだろう。１つ又は複数の実施形態では、診断カプセルは、任意のセンサのいずれかを全
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く含まないか、１つを含むか、又は、２つ以上を有してもよい。例えば、診断カプセルは
、圧力を測定するための幾つかのマノメータセンサを含むことがあり、このマノメータセ
ンサは、例えば、潜在的に患者から遠く離れていることがある場合に、健康管理による記
録の無線情報技術及び解釈を使用する、携帯式の排尿力学的検査に有用である。１つ又は
複数の実施形態では、センサは、近位の生物マーカーを検出するために使用されることが
ある。１つ又は複数の実施形態では、１つ又は複数の任意のセンサが任意の適切な構成の
形でハウジング内に配置されてもよい。
【００５５】
　１つ又は複数の実施形態では、本明細書で説明されている診断カプセルは、ハウジング
内に１つ又は複数の任意の診断装置を有してもよい。例えば、この１つ又は複数の診断装
置は、次の診断装置の１つ又は複数、すなわち、超音波装置、グルコース代謝の測定を容
易にする装置、癌認識機器、及び、光学生体組織検査機器の１つ又は複数を有してもよい
。当業者は、本開示内容の診断カプセルにおいて有用であることがある他の適切なタイプ
の診断装置を考慮するだろう。１つ又は複数の実施形態では、診断カプセルは、この任意
の診断装置のいずれかを全く含まないか、１つを含むか、又は、２つ以上を有してもよい
。１つ又は複数の実施形態では、この１つ又は複数の任意の診断装置は、任意の適切な構
成においてハウジング内に配置されてもよい。
【００５６】
　１つ又は複数の実施形態では、本明細書で説明されている診断カプセルは、ハウジング
内に１つ又は複数の任意の送信機を有してもよい。例えば、１つ又は複数の送信機は、デ
ータの収集及び／又はリアルタイム表示のために任意の受信機に対してデータ（例えば圧
力、温度、画像等）を送信するために使用されてもよい。１つ又は複数の実施形態では、
この送信機は、例えば無線周波数送信によって、受信機にデータを無線で送信することが
可能である。１つ又は複数の実施形態では、データは、体腔（例えば、膀胱）の内側から
、体外の任意の受信機に送信されてもよい。１つ又は複数の実施形態では、この送信機は
、ワイヤに接続されているか又は他の形で送信を受信することが可能な受信機に対して任
意のワイヤを経由してデータを送信することが可能である。１つ又は複数の実施形態では
、この送信機は、ハウジング内の任意の記憶装置に対してデータを送信することがある。
当業者は、収集及び送信されたデータの受信、収集、記憶、又は、表示を可能にする１つ
又は複数の受信機を伴う１つ又は複数の送信機の他の適切な構成を考慮するだろう。
【００５７】
　１つ又は複数の実施形態では、本明細書で説明されている診断カプセルは、１つ又は複
数の任意のモータをハウジング内に有してもよい。例えば、１つ又は複数のモータは輸送
目的のために使用されてもよい。１つ又は複数の実施形態では、診断カプセルは、輸送の
ためのモータを含む移動可能な診断カプセルであってもよい。１つ又は複数の実施形態で
は、診断カプセルは、ハウジング内にあるか又はハウジングに連結されている１つ又は複
数の任意の輸送機構を有してもよい。１つ又は複数の実施形態では、この１つ又は複数の
任意のモータは、ハウジング内の１つ又は複数の輸送機構に対して動作可能に連結されて
いてもよい。例えば、輸送機構は、非限定的に、尾ひれ、プロペラ、又は、他の輸送構造
を有してもよい。１つ又は複数の実施形態では、任意のモータと任意の駆動機構とが、移
動を実現するために使用されてもよく、電動診断カプセルの移動を制御してもよい。
【００５８】
　１つ又は複数の実施形態では、本明細書で説明されている診断カプセルは、１つ又は複
数の電源を有してもよい。例えば、１つ又は複数の電源は、例えば１つ又は複数の任意の
モータ、ライト、診断装置、センサ、輸送機構、撮像装置、送信機、及び、診断カプセル
の他の構成要素に給電するために有用である。１つ又は複数の実施形態では、この電源は
、例えば１つ又は複数の電池及び／又は磁石の形でハウジング内に配置されてもよい。１
つ又は複数の実施形態では、この電源は診断カプセルの外側にあってもよく、ワイヤを経
由して又は無線で診断カプセルに電力を供給してもよい。
【００５９】
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　１つ又は複数の実施形態では、診断カプセルを含む本明細書で説明されているシステム
及び／又はキットが、任意の外部磁界発生装置を有してもよい。外部磁界発生装置は、例
えば、ハウジング内の任意の磁気位置決め要素を有する診断カプセルを操作するために使
用されてもよい。この操作は、診断カプセルが身体の内側（例えば、満杯の膀胱のような
膀胱の内側）にある時に、身体の外側から診断カプセルを移動及び位置決めすることを可
能にする。この任意の外部磁界発生装置は、内部診断カプセルが操作されることが可能な
磁界を実現することが可能な任意の適切な磁気材料を有してもよい。
【００６０】
　１つ又は複数の実施形態では、本明細書で説明されている診断カプセルは、さらに、ハ
ウジングの遠位端部からハウジングの近位端部に延びることがある貫通チャネルを任意に
有してもよい。１つ又は複数の実施形態では、他の任意の開放チャネルが、ハウジングの
少なくとも一部分の中を通ってもよい。１つ又は複数の実施形態では、貫通チャネルを有
する診断カプセルが、その診断カプセルが配備されることになっている場所に延びるガイ
ドワイヤ上のその診断カプセルの配備を可能にしてもよい。
【００６１】
　１つ又は複数の実施形態では、本明細書で説明されている診断カプセルは、任意に、少
なくとも直線状の内腔の中に位置している時には被拘束の直線形状構成を備え、及び、内
腔の外側に位置している時には無拘束の曲線形状構成を任意に有するハウジングを有して
もよい。例えば、ハウジングは、任意に、そのハウジングが横長の形状であり且つ実質的
に直線状の形状構成である被拘束の第１の形状構成と、そのハウジングの形状が実質的に
曲線状である無拘束の第２の形状構成とを有してもよい。ハウジングが被拘束の形状構成
と無拘束の形状構成とを有する１つ又は複数の実施形態では、このハウジングは１つ又は
複数の形状記憶材料（例えば、ニチノール、形状記憶ポリマー等）を有してもよい。１つ
又は複数の実施形態では、無拘束の曲線形状構成は、平面又は非平面のコイル、又は、平
面又は非平面であってよい別の形状構成を有してもよい。１つ又は複数の実施形態では、
ハウジングは、診断カプセルが直線状の内腔の中に位置している時には被拘束の直線形状
構成を備え、及び、診断カプセルが内腔の外側に位置している時には無拘束の曲線形状構
成を有してもよい。
【００６２】
　１つ又は複数の実施形態では、被拘束の直線形状構成の形のハウジングを有する診断カ
プセルが、細長く且つ配備される時には複雑な３次元形状構成を有することがある診断カ
プセルが、配備されている時に無拘束の曲線形状構成に変化することが可能であると同時
に、直線状であることがある送達シース又は体腔の中を通過することを可能にする。
【００６３】
　１つ又は複数の実施形態では、無拘束の曲線形状構成の形のハウジングを有する診断カ
プセルが、膀胱内に配置され、及び、膀胱三角上の圧力増大を防止し、膀胱内腔を開いた
状態に保ち、及び、診断カプセル（例えば、任意の撮像装置を有する診断カプセル）が膀
胱の従属部分の中に落下することを防止する。無拘束の曲線形状構成は、さらに、例えば
、カメラのような任意の撮像装置の周囲に追加の作業空間を可能にする。
【００６４】
　本開示内容の別の態様は、ハウジングを含む診断カプセルを含み、このハウジングは、
直線状の内腔の中に位置している時には少なくとも被拘束の直線形状構成を備え、及び、
内腔の外側に位置している時には無拘束の曲線形状構成を有し、及び、この診断カプセル
は本開示内容の任意の構成要素の１つ又は複数をさらに含むことがある。１つ又は複数の
実施形態では、被拘束の直線形状構成と無拘束の曲線形状構成とを有する診断カプセルが
、任意に、回収部材に対する取り付けが可能なアイレットを有してもよい。診断カプセル
が取り除かれる時に、内腔（例えば、体腔及び／又は回収装置内腔）中にそれが引っ張り
込まれる時のその装置上の圧力が、被拘束の直線形状構成に診断カプセルが戻ることを生
じさせる。
【００６５】
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　本開示内容の別の態様が、本明細書に説明されている診断カプセルと、細長い栓塞子と
、シースとを含む、診断カプセル送達システムである。例えば、診断カプセル送達システ
ムは、ハウジングと任意のアイレットとを含み、及び、任意に、少なくとも直線状の内腔
の中に位置している時には被拘束の直線形状構成を含み、且つ、内腔の外側に位置してい
る時には無拘束の曲線形状構成を含む診断カプセルを送達する上で有用であり、この診断
カプセルは、さらに、本開示内容の任意の構成要素の１つ又は複数を有してもよい。
【００６６】
　１つ又は複数の実施形態では、診断カプセル送達システムはシースを含む。シースは、
近位端部と、遠位端部と、近位端部から遠位端部に延びる内腔とを含む。１つ又は複数の
実施形態では、シース内の内腔は、本開示内容の診断カプセルと細長い栓塞子の少なくと
も一部分とを受け入れ、及び、その内腔の中をその診断カプセルと栓塞子の少なくとも一
部分を通過させるようになっている。１つ又は複数の実施形態では、そのシースは動物の
体の内側から動物の体の外側に延びてもよい。例えば、そのシースは、例えば膀胱から尿
道を通って体の外側に延びる、尿路内に配置されてもよい。
【００６７】
　１つ又は複数の実施形態では、本明細書で説明されている診断カプセル送達システムは
栓塞子を有してもよい。本開示内容でおいては、栓塞子は細長いし、及び、シースの内腔
内を通ってシースの近位端部からシースの遠位端部に延びるようになっていてもよい。１
つ又は複数の実施形態では、栓塞子は、例えば本開示内容の診断カプセルが中に配置され
る凹面部分を有する遠位端部を有してもよい。栓塞子は、さらに、縦軸線の少なくとも一
部分に沿って延びており且つ栓塞子の遠位端部から栓塞子の近位端部に向かって延びる任
意の内腔を含むことがある。栓塞子内のこの任意の内腔は、その内腔の中を通る（例えば
、膀胱の中への、又は、膀胱の外への）任意の流体の通過を可能にする。１つ又は複数の
実施形態では、この流体の通過は、非限定的に、生理的食塩水や尿等の通過を有してもよ
い。
【００６８】
　１つ又は複数の実施形態では、本明細書で説明されている診断カプセル送達システムは
、本明細書で説明されている任意の回収部材を有してもよい。１つ又は複数の実施形態で
は、診断カプセル送達システムは、任意のアイレット、任意の貫通チャネル、任意のルー
プ又はフックを介して、又は、ハウジングとの何らかの係合（例えば、ハウジングの周囲
のネット）によって、ハウジングに係合する回収部材を含む。この任意の回収部材は、さ
らに、診断カプセルの吸引を可能にし且つ除去を容易化する磁石も有してもよい。任意の
回収部材は、例えば、シースの中を通って体の外側の場所に延びていてもよい。
【００６９】
　診断カプセルは、膀胱から体外の場所へ尿路内にシースを備えることによって、例えば
膀胱に送達される。診断カプセルはそのシースの近位端部内に配置されてもよく、及び、
例えば栓塞子を診断カプセルに対して押し付けて前進させ且つシースの中を通過させるこ
とによって、シースの中を通して前進させられる。１つ又は複数の実施形態では、この診
断カプセルは、例えば、診断カプセルに（例えば、アイレットに）固定されている任意の
回収部材に引張り力を加えることによって、栓塞子の遠位端部に対して押し当てて保持さ
れてもよい。例えば、回収部材に対する引張り力と栓塞子に対する押圧力との組合せが、
栓塞子の遠位端部に対して診断カプセルを固定する。１つ又は複数の実施形態では、栓塞
子の遠位端部は、診断カプセルを保持するように形状化されていてもよい（例えば、栓塞
子は、診断カプセルの例えば凸面の部分を受け入れるための凹状の遠位端部を有してもよ
い）。このようにして、診断カプセルは、シース内を通過して膀胱の中に前進させられる
。１つ又は複数の実施形態では、この後に、膀胱内に診断カプセルを残したまま栓塞子が
シースから取り出され、任意の回収部材は膀胱内の診断カプセルから尿路を通って体外の
場所に延びてもよい。１つ又は複数の実施形態では、このシースも取り外されてもよい。
【００７０】
　１つ又は複数の実施形態では、本明細書で説明されている診断カプセル送達システムは
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、Ｙ字形コネクタをさらに任意に含むシースを有してもよい。このＹ字形コネクタは、第
１の腕部と、第２の腕部と、連結腕部とを有する。例えば、このＹ字形コネクタの第１の
腕部は、例えば流体の通過を可能にすることがある潅注口を有してもよい。このＹ字形コ
ネクタの第２の腕部は、例えば栓塞子の通過を可能にすることがある栓塞子口を有しても
よい。１つ又は複数の実施形態では、このＹ字形コネクタはシースと一体状であってもよ
い。別の実施形態では、このＹ字形コネクタは、シースの近位端部に対して動作可能に連
結されている別個の構成要素であってもよい。
【００７１】
　本開示内容の別の態様が、シースと、バルーンと、本明細書で説明されている診断カプ
セルとを含み、さらに、貫通チャネルと、細長い栓塞子とを含む、別の診断カプセル送達
システムである。
【００７２】
　１つ又は複数の実施形態では、診断カプセル送達システムが、本明細書で説明されてい
るシースを有してもよい。１つ又は複数の実施形態では、このシースは膀胱（例えば、シ
ースの遠位端部）から体外の場所（例えば、シースの近位端部）に延びてもよく、例えば
潅注口のための１つ腕部と、例えば栓塞子口のための第２の腕部とを有する、任意のＹ字
形コネクタをさらに有してもよい。
【００７３】
　１つ又は複数の実施形態では、診断カプセル送達システムは、膨張式の端部と首端部と
を含むバルーンを有してもよい。例えば、この首端部は流体（例えば、気体又は液体）を
受け入れてもよく、流体のこうした受け入れは、バルーンの膨張式の端部が膨張すること
を生じさせる。１つ又は複数の実施形態では、このバルーンの膨張式の端部が少なくとも
部分的に膨張させられているまま、このバルーンがシースの中を通過するようになってい
る。
【００７４】
　１つ又は複数の実施形態では、診断カプセル送達システムは、本明細書で説明されてい
る栓塞子を有してもよいし、及び、この栓塞子は、流体の通過のための内腔を任意に有し
てもよいし、及び、流体の通過は、非限定的に、バルーンの中へ又はバルーンの外への流
体の通過、又は、膀胱の中へ又は膀胱の外への流体の通過を有してもよい。１つ又は複数
の実施形態では、その細長い栓塞子は、シースの近位端部からシースの遠位端部に延びる
ことが可能である。
【００７５】
　１つ又は複数の実施形態では、診断カプセル送達システムは、本明細書で説明されてい
る栓塞子を有してもよいし、及び、この栓塞子は貫通チャネルをさらに有してもよい。例
えば、診断カプセルの貫通チャネルは、診断カプセルの近位端部から診断カプセルの遠位
端部に延びてもよい。さらに、この貫通チャネルは、例えば、バルーンの首を受け入れる
ようになっていてもよい。１つ又は複数の実施形態では、バルーンの首端部は診断カプセ
ルの貫通チャネルの中を通って延びる。
【００７６】
　この開示内容では、様々なキットが提供される。キットは、次の構成要素の１つ又は複
数、すなわち、診断カプセル送達システム、診断カプセル回収システム、診断カプセル、
及び、磁界発生装置（例えば、外部磁石、磁気下着）等の１つ又は複数を有してもよい。
診断カプセルが、自然的なプロセスによってその診断カプセルが中に配備され終わってい
る体腔から出て行くのに十分なだけ小さい１つ又は複数の実施形態では、次の構成要素の
１つ又は複数、すなわち、診断カプセル送達システム、診断カプセル、及び、磁石の１つ
又は複数を含むキットが提供される。
【００７７】
　本開示内容の別の態様が除去機構である。除去機構は、その診断カプセルに取り付けら
れている回収部材を有する、本明細書で説明されている診断カプセルを有してもよい。除
去は、回収部材に対して牽引力を加えることと、診断カプセルを除去することによって行
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われてもよい。膀胱から診断カプセルを除去するための１つの潜在的な除去機構が、診断
カプセルが尿路の中を通過するのに十分なだけ小さい場合に、膀胱から排泄することによ
ってである。
【００７８】
　別の除去機構は、シースと、磁気遠位端部と、栓塞子の磁気遠位端部に取り付けられる
ことがある構成要素を有する診断カプセルとを有してもよい。この除去機構では、シース
は尿路内に配置されてもよい。磁気遠位端部を有する栓塞子は、その遠位端部が膀胱に中
に入るまでシースの中を通して前進させられる。その次に、栓塞子は、その栓塞子の磁気
遠位端部に診断カプセルが係合するまで、その診断カプセルに向かって案内される。超音
波の使用が、診断カプセルに近接した場所への栓塞子の案内を改善する。診断カプセルと
の係合時に、栓塞子はシースから引き出され、及び、栓塞子の遠位端部に取り付けられて
いる診断カプセルを有している。
【００７９】
　別の除去機構は、磁気遠位端部を有し、且つ、その中を通って延びるバルーンを有し、
且つ、その栓塞子の遠位端部の付近で膨張させられるバルーンの膨張式の部分を有する栓
塞子を含む。バルーンが膨張させられている間に、栓塞子は（例えば、尿路内のシースの
中を通って）尿路の中を通過する。栓塞子の遠位端部が膀胱の中に入ると、そのバルーン
は収縮させられる。バルーンが収縮状態にある時に、その栓塞子の磁気遠位端部は診断カ
プセルに係合する。１つ又は複数の実施形態では、バルーンは、診断カプセルを栓塞子の
磁気遠位端部と係合させる前に、栓塞子内の内腔の中を通して引き出されてもよい。
【００８０】
　図１は、本開示内容による診断カプセル１００の一実施形態を示す。診断カプセル１０
０は、球形のハウジング１０２とアイレット１０４とを含む。
【００８１】
　図２は、本開示内容による別の診断カプセル２００を示す。この診断カプセル２００は
、細長い形状のハウジング２０２と、アイレット２０４と、診断カプセル２００の近位端
部２０８から診断カプセル２００の遠位端部２１０に延びる貫通チャネル２０６とを含む
。診断カプセル２００がガイドワイヤ上を送達されることになっている場合に、この貫通
チャネル２０６は有用である。
【００８２】
　図３Ａは、本開示内容による別の診断カプセル３００Ａを示す。診断カプセル３００Ａ
は、ハウジング３０２Ａとアイレット３０４Ａとを含む。ハウジング３０２Ａは、例えば
、シース又は本明細書で説明されている他の装置の中を通した診断カプセル３００Ａの送
達を補助するために、実質的に直線状である送達内腔又はシースの内側に位置している時
に被拘束の直線形状構成を有する。
【００８３】
　図３Ｂと図３Ｃの各々は、図３Ａに示されている直線形状構成の形に拘束されていない
（すなわち、無拘束の形状構成の形態である）時の診断カプセル３００Ａの例示的な実施
形態を示す。図３Ｂと図３Ｃの両方では、診断カプセルは無拘束の曲線形状構成を有する
。図３Ｂは、ハウジング３０２Ｂとアイレット３０４Ｂとを有する診断カプセル３００Ｂ
の実施形態を示す。診断カプセル３００Ｂは、ｘ寸法とｙ寸法だけにおいてでなく、ｚ寸
法においても延びる、非平面コイルの形状での無拘束の曲線形状構成を有する。
【００８４】
　図３Ｃに示されている無拘束の診断カプセル３００Ｃは、概ねｘ寸法とｙ寸法とにおい
て延びており且つアイレット３０４Ｃを含む平面コイルの形状をとるハウジング３０２Ｃ
を示す。
【００８５】
　診断カプセル３００Ｄのさらに別の実施形態が図３Ｄと図３Ｅとに示されている。診断
カプセル３００Ｄは、図３Ｄに拘束された形状構成の形で示されており、及び、ハウジン
グ３０２Ｄは、シース３２０Ｄの内腔３２２Ｄの中を通って延びる軸線３２１Ｄに沿って



(18) JP 2012-509104 A 2012.4.19

10

20

30

40

50

概ね直線状の形状を呈する。シース３２０Ｄの内腔３２２Ｄから除去された後に、診断カ
プセル３００Ｄは、図３Ｅに示されているように、「Ｕ」又は「Ｃ」字形の曲線形状を呈
する。診断カプセル３００Ｄは、ハウジング３０２Ｄの互いに反対側の端部に１対の撮像
装置（例えば、カメラ等）３０４Ｄを有してもよい。互いに間隔を置いた構成の形での撮
像装置３０４Ｄの配置が、診断カプセル３００Ｄを使用して撮像された、表面、組織等の
３次元撮像を強化するための両眼視を実現するために有用である。
【００８６】
　診断カプセル３００Ｄに関連して示される別の任意の特徴が、診断カプセル３００Ｄを
操作するために本明細書で説明されているように使用されることが可能である１つ又は複
数の磁気位置決め要素３０６Ｄの使用である。ハウジング３０２Ｄの頂上に磁気位置決め
要素は３０６Ｄを配置することが、本明細書で説明されている磁界発生装置を使用する診
断カプセル３００Ｄの旋回又は他の操作を補助する。１つだけの磁気位置決め要素が示さ
れているが、本明細書で説明されている診断カプセルは、追加の磁気位置決め要素がその
診断カプセルを操作する上で有用である場合には、２つ以上の磁気位置決め要素を含むこ
とがある。
【００８７】
　図４は、本明細書で説明されている診断カプセル４００の別の例示的な実施形態を示す
。この診断カプセル４００は、ハウジング４０２と幾つかの任意の構成要素を含む。診断
カプセル４００は３つの撮像装置４０４（例えば、カメラ等）を含み、これらの撮像装置
４０４の内の２つはハウジングの互いに反対側の端部に配置されており、及び、１つの撮
像装置４０４はハウジングの長さに沿って配置されている。撮像装置の間の分離が、図３
Ｅの実施形態に関連して説明されているように、組織、表面等の撮像の強化を実現する上
で有用である。診断カプセル４００は、さらに、検体収集リザーバ４０６と、圧力測定用
の３つのマノメータ４０８と、モータ４１４と、駆動装置４１０と、診断カプセル４００
の輸送のための尾びれ４１２とを含む。細長い形状が、より多くの追加の機能性が診断カ
プセル４００に付加されることを可能にする。ハウジング４０２は、例えば、可撓性と快
適性の改善を実現することがあるケイ素又はポリマーを主成分とする構造で作られてもよ
い。
【００８８】
　図５Ａは、本開示内容による診断カプセル送達システム５００を示す。この診断カプセ
ル送達システム５００は、栓塞子５０２と、膨張式部分５０６と首部分５０８とを有する
バルーン５０４（図５Ａには収縮状態で示されている）とを含む。図５Ｂは、診断カプセ
ル５１０を含む図５Ａの診断カプセル送達システム５００を示す。診断カプセル５１０は
、バルーン５０４の首部分５０８が中を通って延びる貫通チャネルを含む。診断カプセル
の貫通チャネルは収縮状態のバルーン５０４を受け入れ、この後にバルーン５０４が膨張
させられた。バルーン５０４は、その膨張状態において、例えば、栓塞子５０２に対して
押圧力を加えながらバルーン５０４の首部分５０８上に引張り力を加えることによって、
栓塞子５０２の遠位端部に診断カプセル５１０を固定するために使用される。図５Ｂでは
、流体が中を通ってバルーンの中に入り且つ回収部材が中を取って診断カプセル５１０上
のアイレット５００から延びる内腔５１２を有する栓塞子５０２が示されている。診断カ
プセル５１０が膀胱に到達すると、バルーンが収縮させられ、及び、診断カプセルがバル
ーン５０４と栓塞子５０２とから除去される。例えば、プランジャが、診断カプセル５１
０を栓塞子５０２とバルーン５０４とから押すように、栓塞子５０２の中を通して挿入さ
れる。
【００８９】
　図６Ａは、本開示内容による診断カプセル送達システム６００を示す。この診断カプセ
ル送達システムは、栓塞子６０２と、アイレット６０６を有する診断カプセル６０４と、
栓塞子６０２の中を通ってアイレット６０６から延び且つ栓塞子６０２の近位端部の外に
延びる任意の回収部材６０８とを含む。１つ又は複数の実施形態では、栓塞子６０２は、
診断カプセル６０４を吸引するための磁石を遠位端部内に有してもよい。図６Ｂは、栓塞
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子６０２の遠位端部において磁気位置決め要素から診断カプセル６０４を係合解除するた
めに栓塞子６０２の中を通って延びるように、図６Ａの診断カプセル送達システム６００
内で使用されることがあるプランジャ６１０を示す。
【００９０】
　図７は、本開示内容による診断カプセル回収システム７００を示す。この診断カプセル
回収システム７００は、磁気遠位端部７０４を有する栓塞子７０２を含む。磁気遠位端部
７０４は、栓塞子７０２の磁気遠位端部７０４に取り付けられることがある任意の磁気遠
位置決め要素７１０を含むハウジング７０８を有する診断カプセル７０６を磁気遠位端部
７０４に配置且つ固定するために使用される。
【００９１】
　図８は、本開示内容による診断カプセル回収システム８００を示す。この診断カプセル
回収システム８００は、磁気遠位端部８０４を有する栓塞子８０２と、栓塞子８０２の中
を通る内腔８０６とを含む。バルーン８０８は内腔８０６の中を通って延び、磁気遠位端
部８０４の付近でバルーンが膨張するように膨張させられる。診断カプセル回収システム
８００は、バルーン８０８と磁気遠位端部８０４とが膀胱の中に延びるまで、尿路の中を
通して前進させられる。その次に、バルーン８０８は収縮させられ、及び、任意に引き出
される。その次に、栓塞子８０２の磁気遠位端部８０４は、その磁気遠位端部８０４が診
断カプセルの磁気位置決め要素を吸引し且つ診断カプセルを磁気位置決め要素に固定する
まで、膀胱内で操作される。その次に、その栓塞子に取り付けられている診断カプセルを
有する栓塞子８０２は引き出される。
【００９２】
　図９は、本明細書で説明されているカプセルの移動を補助するための複数の磁石９０２
を含むことがある任意の下着９００のブロック図を示す。このシステムは、さらに、吸引
的な磁力と反発的な磁力との選択的な組合せを実現するように選択的に磁石を作動させる
ために磁石９０２に対して動作可能に接続されている制御装置９１０を有してもよい。別
の代案では、磁石９０２は、さらに、例えば接着剤、バンド等を使用して、患者の皮膚に
直接的に取り付けられることも可能である。
【００９３】
　以下では、本開示内容の１つ又は複数の実施形態のさらに別の説明を提供する。
【００９４】
　本明細書で説明されている診断カプセルは膀胱の評価のために使用されることがある。
膀胱据え付け装置が、カプセル形の医療装置の端部の中に組み込まれているループを有し
てもよい。このことが、縫合糸がそのカプセルに結び付けられることを可能にしてもよく
、このことが除去を容易にする。膀胱据え付け装置は、縫合糸のためのループを伴って変
更される端部において診断カプセルに接触することがある剛性セグメントを有してもよい
。配備装置を用いて診断カプセルを配置する時に、引っ張りが縫合糸に加えられ、このこ
とが配置中に診断カプセルをその剛性セグメントに接触している状態に保つ。診断カプセ
ルが配置された後に、診断カプセルが膀胱内に残留し且つ縫合糸が尿道から出るように、
縫合糸の釈放の後に剛性セグメントが除去されてもよい。縫合糸は、男性及び女性におけ
る配置と取り外しとを可能にするのに十分なだけ長い。
【００９５】
　泌尿器科学においては、公知の処置が、膀胱癌の監視のような尿路内の病状を評価する
ための内視鏡検査法の使用である。この診断法は、患者が定期的な膀胱鏡による評価を有
すると言うこと含んでもよい。これは、例えば、尿導管の中を通して膀胱や尿管や腎臓収
容システム（ｒｅｎａｌ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ）の中に配置されている
剛性又は可撓性の機器を使用して行われてきた。膀胱鏡検査が生殖器の検査を含み、及び
、不快感に関連付けられる可能性がある。この膀胱鏡検査は、さらに、この処置を行う泌
尿器科医を有してもよい。
【００９６】
　本明細書で説明されている装置、システム、キット、及び、方法は、従来の内視鏡検査
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法に対する代替策を提供する。医師がカプセルを膀胱内又は尿路の他の区域の中に配置す
る。このカプセルは、泌尿器カテーテルの配置の場合と同様の導入器を使用して配置され
てもよい。このカプセルは、配備され終わると、膀胱内層の連続画像を記録してもよい。
このカプセルは、泌尿器科学的評価に適合化された自由移動可能なカプセル内視鏡であっ
てもよい。例えば、カメラが病理学的変化に関する粘膜の評価を可能にしてもよい。さら
に、癌の再発を監視することが可能なセンサが組み込まれてもよい。患者は、不快な検査
を受けるのではなく、単純に診療所を歩き回ることができる。膀胱が満杯に成ると、撮像
とセンサが有効となる。患者の膀胱が満杯になると、その患者は、医師によって下腹部全
体にわたって整然と磁界発生装置を動かしてもらうことができる。カプセルは、磁界発生
装置の移動に基づいて動くことが可能な金属コア（例えば、磁気位置決め要素）を有して
もよい。したがって、膀胱表面全体が検査されることが可能である。
【００９７】
　本明細書で説明されている診断カプセル、システム、キット、及び、方法は、実際の膀
胱鏡処置における医師の関与を削減する。検査が臨床的環境の外側で行われてもよい。例
えば、検査は、施設療養所、患者の住居等で行われてもよい。患者は、健康管理専門家に
よってその装置を配備してもらう必要はあるが、しかし、その装置を自分自身で配置する
ことを患者が教えてもらうことが可能であることが想定できる。医師の事務所に記録が伝
送されることが可能であるように、配置後に記録するための機器が入手可能である。この
ことが、患者の移動費用の増大と不便とを取り除くことが可能である。泌尿器科医が画像
の読取りに依然として関与させられることがあるが、しかし、効率の向上が実現される。
【００９８】
　尿路の検査が、現在では、膀胱を膨張させるための生理的食塩水の点滴を伴って剛性又
は可撓性の膀胱鏡を使用して行われてもよい。このことは患者の不快感を生じさせるだろ
う。現在の検査の他の欠点が、膀胱鏡及び尿管鏡の施設的コスト、膀胱鏡の修理コスト、
特化した膀胱鏡検査室の使用、及び、処置全体にわたっての直接的な泌尿器科医の関与の
使用を有してもよい。
【００９９】
　カプセルは臨床的に胃腸内用途のために現在使用されている。本開示内容は、改善され
た配備及び回収の技術を含む、カプセルの泌尿器科学的な使用を実現する。
【０１００】
　無線カプセル内視鏡検査が、Ｓｗａｉｎによって「Ｔｈｅ　ｆｕｔｕｒｅ　ｏｆ　ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓ　ｃａｐｓｕｌｅ　ｅｎｄｏｓｃｏｐｙ（無線カプセル内視鏡検査の未来）
」、Ｗｏｒｌｄ　Ｊ．Ｇａｓｔｒｏｅｎｔｅｒｏｌ，２００８　Ｊｕｌｙ　１４，　１４
（２６）：４１４２－４１４５において説明されている。
【０１０１】
　無線診断カプセル（例えば、カプセル内視鏡）を使用する膀胱鏡検査が、ＲＦ（無線周
波数）送信又は接触送信を利用してもよい。この診断カプセルは、例えば、磁気材料及び
／又は光学的な生体組織検査又は癌の認識技術を有してもよい。
【０１０２】
　本開示内容による診断カプセルは、例えば膀胱の良性腫瘍又はポリープの画像を例えば
捕捉及び送信するために、膀胱内に配置されてもよい。この画像は、画像がリアルタイム
で検視されるように、又は、将来の検視のために記憶されるように、送信されてもよい。
【０１０３】
　診断カプセルと共に使用するための本明細書で説明されている１つ又は複数の任意の撮
像装置は、１つ又は複数のビデオカメラを含むことがあり、及び、例えば、食道の疾患を
評価及び診断するためにＰｉｌｌＣａｍ（ＴＭ）ＥＳＯ装置で使用されているＥＳＯタイ
プのカメラであってもよい。
【０１０４】
　１つ又は複数の実施形態では、診断カプセルは、ワイヤである回収装置を有してもよい
。例えば、ワイヤは、例えば外部電源から電力を診断カプセルに供給するために使用され
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、このことが診断カプセル内の電池又は他の電源の必要性を低減させる。例えば、ワイヤ
が、外部記憶装置又は検視装置に診断カプセルから送信されるべき画像のための線路とし
て使用されてもよい。１つ又は複数の実施形態では、ワイヤは診断カプセルに電力を供給
し、及び、その診断カプセルからワイヤを通して画像が送信されてもよい。
【０１０５】
　１つ又は複数の実施形態では、任意の磁気位置決め要素が、膀胱の内側に且つ診断カプ
セルのハウジングの外側に備えられてもよい。例えば、診断カプセルは、その診断カプセ
ルに取り付けられている細長い管を有し、この管は、診断カプセルの近位にある膨張式バ
ルーンと、診断カプセルの遠位にある磁気液体（例えば、磁気スラリー又は強磁性スラリ
ー）の供給源とを有してもよい。１つ又は複数の実施形態では、細長い管の膨張式バルー
ン部分が膨張して磁気液体の少なくとも一部分によって少なくとも部分的に満たされるこ
とを生じさせるように、磁気液体の供給源は、磁気流体を診断カプセルの遠位の位置から
細長い管の中を通して移送することが可能な注射器又は他の装置を有してもよい。１つ又
は複数の実施形態では、磁気液体を中に含む膨張させられたバルーン部分が、磁気液体供
給源と診断カプセルとの間にあり、及び、細長い管に対する診断カプセルの取り付け箇所
に対して、その診断カプセルの反対側に位置しているか、又は、他の形で診断カプセルの
近位に位置していてもよい。この場合に、磁気液体を中に含む細長い管の膨張式バルーン
部分は、体腔内での診断カプセルの操作を実現するために、磁界発生装置（例えば、診断
カプセルが中に位置している人体の外部にある磁石）からの磁力を受ける。
【０１０６】
　診断カプセルは、例えば、ガイドワイヤを含む診断カプセル送達システムを使用して膀
胱に提供されてもよい。１つ又は複数の実施形態では、ガイドワイヤは、例えば泌尿器経
路の中を通して案内され、及び、膀胱の内側から体外に延びてもよい。ガイドワイヤは、
金属と合金とを含む様々な材料で作られてもよい。当業者は、ガイドワイヤのためのこれ
らの材料と他の適切な材料とを考慮するだろう。ガイドワイヤの遠位端部は、例えば、非
常に可撓性であるか又は柔軟であってもよい。可撓性の拡張器（ｄｉｌａｔｏｒ）（例え
ば、可撓性のプラスチック製拡張器）がガイドワイヤ上を案内され、このガイドワイヤは
この可撓性拡張器内の内腔の中を通って延びる。この可撓性の拡張器は、さらに、例えば
、膀胱の内側から体外に延びてもよい。この可撓性拡張器は、膀胱から尿が排出されるこ
とを可能にすることがある第２の内腔をさらに有してもよい。カテーテルもガイドワイヤ
の周りを案内され、及び、膀胱から体外に延びてもよい。カテーテルが所定位置に達する
と、可撓性の拡張器は取り出され、このカテーテルの中を通って延びるガイドワイヤを残
す。
【０１０７】
　貫通チャネルを含む本明細書で説明されている診断カプセルは、その貫通チャネル内に
ガイドワイヤを受け入れてもよい。この場合に、この診断カプセルは、栓塞子（例えば、
診断カプセルを押してカテーテルの中を移動させるプッシャ管（ｐｕｓｈｅｒ　ｔｕｂｅ
）の使用によって、ガイドワイヤに沿って、カテーテルの中を通って、膀胱の中に前進さ
せられる。１つ又は複数の実施形態では、カテーテルは、さらに、そのカテーテルの近位
端部内に挿入されている栓を有してもよいし、この栓は、回収装置が中を通って延びるこ
とがある内腔と、膀胱を膨張させるように液体（例えば無菌水）を受け入れるための第１
の口と、膀胱から液体（例えば、水、尿等）を放出させることが可能な蛇口を有する第２
の口とを含む。
【０１０８】
　ガイドワイヤを膀胱の中に配置することが、様々な方法のいずれか１つを使用して行わ
れることが可能である。１つの選択肢が、医師によるカウンシルチップ（Ｃｏｕｎｃｉｌ
　ｔｉｐ）カテーテルの配置を単純に有してもよい。カウンシルチップカテーテルは、ガ
イドワイヤを収容するように設計されている開口部を遠位先端に有する。カウンシルチッ
プカテーテルの配置後に、柔軟なガイドワイヤが配置される。押し引き移動を使用して、
カウンシルチップカテーテルが取り出され、及び、ガイドワイヤが膀胱の内側に残される
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。次に、（糸の上のビーズのように）カプセルがガイドワイヤ上に置かれる。その次に、
カウンシルチップカテーテル又はカプセル導入器が、同様にガイドワイヤ上を通される。
カウンシルチップカテーテル又は導入器がカプセルを膀胱内に押し込む時に、ガイドワイ
ヤは所定の場所に保持されることが可能である。尿の戻りが、膀胱内へのカプセルの配置
を合図する。この時点において、カウンシルチップカテーテル／導入器とガイドワイヤと
が同時に除去されることが可能である。
【０１０９】
　１つ又は複数の実施形態では、診断カプセル送達システムは、膀胱から体外に延びるガ
イドワイヤを有してもよい。可撓性のカテーテルがガイドワイヤ上に置かれてもよく、こ
のカテーテルはガイドワイヤに幾分かの剛性を与えてもよく、このカテーテルは直線状で
あるか、曲線状であるか、湾曲しているか、曲がっているか、又は、何らかの他の形状構
成であってもよい。貫通チャネルを有する本開示内容による診断カプセルが、その貫通チ
ャネルの中を通してガイドワイヤを受け入れてもよい。任意に、ガイドワイヤが診断カプ
セルの貫通チャネルの中を通される前に、クレードル（ｃｒａｄｌｅ）（例えば、柔軟で
変形可能なバナナスキンクレードル（ｂａｎａｎａ－ｓｋｉｎ　ｃｒａｄｌｅ））が診断
カプセルの周りに配置されてもよい。バナナスキンクレードルの他の具体例が、より剛性
が高い材料又はバスケットワイヤタイプのクレードルを含むことが可能である。このクレ
ードルは潜在的に約２つのフラップを含むことが可能である。このバナナスキンクレード
ルは、診断カプセルを所定位置に保持するフラップの遠位の構成要素と、近位のオーバー
チューブ（ｏｖｅｒｔｕｂｅ）構成要素とを有してもよい。最後の構成要素は、オーバー
チューブの中に嵌合する栓塞子であってもよい。診断カプセルと栓塞子との両方が、ガイ
ドワイヤを通すための中央内腔を有してもよい。第１の段階が、バナナスキンクレードル
のフラップの中に診断カプセルを位置決めすることである。第２の段階が、近位のオーバ
ーチューブ構成要素の中に栓塞子を送り込むことと、栓塞子が診断カプセルにちょうど接
触するまで栓塞子を前方に進ませることである。第３の段階が、（バナナクレードルによ
って保持されており且つ栓塞子によって安定させられている）診断カプセルの中にガイド
ワイヤを送り込むことである。体腔内に送り込まれる最中に、診断カプセルは、バナナピ
ールフラップ（ｂａｎａｎａ　ｐｅｅｌ　ｆｌａｐ）に対して組織によって加えられる外
力によって所定位置に保持される。体腔内にいったん送り込まれると、ガイドワイヤとオ
ーバーチューブは安定させられる。次に、栓塞子は、バナナフラップから診断カプセルを
取り外すために前進させられる。このようにして、診断カプセルは、栓塞子によってガイ
ドワイヤに沿って膀胱の中に押し込まれる。その次の段階が、診断カプセルを膀胱の中に
落下させるガイドワイヤの取り出しを有してもよい。最後の段階が、オーバーチューブを
取り外す。
【０１１０】
　１つ又は複数の実施形態では、診断カプセル送達システムは、剥ぎ取り式シース（ｐｅ
ｅｌ　ａｗａｙ　ｓｈｅａｔｈ）であることが可能なシースを有してもよい。剥ぎ取り式
シースは弾性であるか、又は、そのシースのどちらかの端部から、又は、そのシースの両
方の端部から分裂することが可能である。例えば、剥ぎ取り式シースは、その遠位端部に
おいて診断カプセルよりも狭幅であってもよく、そのシースの中を診断カプセルが通過す
ることがそのシースの分裂又は弱体化を生じさせる。剥ぎ取り式シースは、診断カプセル
が膀胱内に配置された後にそのシースが取り除かれることを可能にし、例えば、尿道上の
圧力を釈放する。１つ又は複数の実施形態では、剥ぎ取り式シースは、診断カプセルより
も小さい直径を有してもよく、診断カプセルがそのシースの中を通過することを可能にし
てもよい。この実施形態では、診断カプセルは、最初に剥ぎ取り式シースの中にバックロ
ード（ｂａｃｋｌｏａｄ）される。剥ぎ取り式シースは、患者の外側に存在することがあ
る３つ以上のハンドルを有してもよい。各々のハンドルは、剥ぎ取り式シースを備えるミ
シン目を有するフラップに取り付けられる。特定の剥ぎ取り式シースの場合に、フラップ
が剥離ミシン目付き区域（ｂｒｅａｋａｗａｙ　ｐｅｒｆｏｒａｔｅｄ　ｚｏｎｅ）と融
合させられる部分にそのフラップが達する前に、そのフラップの少なくとも５０％がその
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フラップ自体の上に折り返されてもよい。据え付け中は、進入力（ｔｈｅ　ｆｏｒｃｅ　
ｏｆ　ｅｎｔｒｙ）が診断カプセルを剥ぎ取り式シース内に保持する。この実施形態で剥
ぎ取り式シースのために使用される診断カプセルは、中央開口部も有する。したがって、
カプセル／剥ぎ取り式シース機構が膀胱内に入った直後に、尿の戻りが生じる。この時点
で、剥ぎ取り式シースに取り付けられているハンドルが患者から遠ざかる方向に引っ張ら
れ、及び、このことが、ミシン目が分裂することを生じさせ、及び、診断カプセルは体腔
の中に落下する。
【０１１１】
　一態様では、本発明は診断カプセルを提供し、この診断カプセルは、ハウジングと、こ
のハウジングの中に形成されているか又は他の形でハウジングに取り付けられているアイ
レットであって、診断カプセルの回収を可能にするために体腔の中を通って延びるように
なっている回収部材に対する取り付けが可能であり、及び、回収部材は任意に縫合糸、糸
、ワイヤ、又は、チェーンを備え、及び、回収部材は任意の適切な直径を有し、且つ、任
意に非吸収性であるか、抗菌性であるか、被覆されているか、コイル状であるか、又は、
編まれているアイレットと、任意にハウジング内の１つ又は複数の磁気位置決め要素であ
って、磁界発生装置に吸引される材料を備える磁気位置決め要素と、ハウジング内の１つ
又は複数の任意のライトと、ハウジング内の１つ又は複数の任意の撮像装置と、ハウジン
グ内の１つ又は複数の任意の検体収集リザーバと、ハウジング内の１つ又は複数の任意の
センサであって、次の任意のセンサの１つ又は複数、すなわち、圧力マノメータ、インピ
ーダンスセンサ、生物マーカー検出センサ、温度センサの１つ又は複数を備えるセンサと
、ハウジング内の１つ又は複数の任意の医療診断装置であって、次の医療診断装置の１つ
又は複数、すなわち、超音波装置、グルコース代謝の測定のための装置、癌認識機器、光
学生体組織検査機器の１つ又は複数を備える医療診断装置と、ハウジング内の１つ又は複
数の任意の送信機であって、１つ又は複数の任意の送信機から１つ又は複数の任意の受信
機にデータを送信することが可能であり、及び、そのデータは任意に無線で送信される送
信機と、ハウジング内の１つ又は複数の任意のモータと、ハウジング内の又はハウジング
に連結されている１つ又は複数の任意の輸送機構と、ハウジングの遠位端部からハウジン
グの近位端部に延びる１つ又は複数の任意の貫通チャネルと、１つ又は複数の任意の外部
磁石とを備え、及び、ハウジングは任意にケイ素を主成分とするかポリマーを主成分とす
る材料を備え、及び、ハウジングは任意に横長であり、且つ、任意に、少なくとも直線状
の内腔の中に位置している時には被拘束の直線形状構成を有し、及び、その内腔の外側に
位置している時には無拘束の曲線形状構成を有する。
【０１１２】
　別の態様では、本発明は診断カプセルを提供し、この診断カプセルは、ハウジングであ
って、少なくとも送達装置の内腔内に位置している時には被拘束の直線形状構成を有し、
その内腔の外側に位置している時には無拘束の曲線形状構成を有するハウジングと、この
ハウジングの中に形成されているか又は他の形でハウジングに取り付けられている任意の
アイレットであって、診断カプセルの回収を可能にするために体腔の中を通って延びるよ
うになっている回収部材に対する取り付けが可能であり、及び、回収部材は任意に縫合糸
、糸、ワイヤ、又は、チェーンを備え、及び、回収部材は任意の適切な直径を有し、且つ
、任意に非吸収性であるか、抗菌性であるか、被覆されているか、コイル状であるか、又
は、編まれているアイレットと、任意にハウジング内の１つ又は複数の磁気位置決め要素
であって、磁石又は磁界を有する材料に吸引される材料を備える磁気位置決め要素と、ハ
ウジング内の１つ又は複数の任意のライトと、ハウジング内の１つ又は複数の任意の撮像
装置と、ハウジング内の１つ又は複数の任意の検体収集リザーバと、ハウジング内の１つ
又は複数の任意のセンサであって、次の任意のセンサの１つ又は複数、すなわち、圧力マ
ノメータ、インピーダンスセンサ、生物マーカー検出センサ、温度センサの１つ又は複数
を備えるセンサと、ハウジング内の１つ又は複数の任意の医療診断装置であって、次の医
療診断装置の１つ又は複数、すなわち、超音波装置、グルコース代謝の測定のための装置
、癌認識機器、光学生体組織検査機器の１つ又は複数を備える医療診断装置と、ハウジン
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グ内の１つ又は複数の任意の送信機であって、１つ又は複数の任意の送信機から１つ又は
複数の任意の受信機にデータを送信することが可能であり、及び、そのデータは任意に無
線で送信される送信機と、ハウジング内の１つ又は複数の任意のモータと、ハウジング内
の又はハウジングに連結されている１つ又は複数の任意の輸送機構と、１つ又は複数の任
意の外部磁石と、ハウジングの遠位端部からハウジングの近位端部に延びる１つ又は複数
の任意の貫通チャネルとを備え、ハウジングは、任意に、ケイ素を主成分とするか又はポ
リマーを主成分とする材料を備える。
【０１１３】
　別の態様では、本発明は診断カプセル送達システムを提供し、この診断カプセル送達シ
ステムは、診断カプセルと、細長い栓塞子と、近位端部と遠位端部とそのシースの中を貫
通して延び且つ栓塞子と診断カプセルとを受け入れることが可能な第１の内腔とを有する
シースであって、任意に動物の体の内側から動物の体の外側に延びることが可能であり、
且つ、動物の体の内側が任意に動物の膀胱の内側を備え、且つ、栓塞子はそのシースの近
位端部からそのシースの遠位端部に延びることが可能であり、且つ、栓塞子は任意の流体
通過のための第２の内腔を任意に備え、且つ、流体通過は任意に動物の膀胱の中へ又は外
への流体通過であるシースと、アイレットに取り付けられている任意の回収部材であって
、診断カプセルの回収を可能にするために体腔の中を通って延びるようになっており、且
つ、任意に縫合糸、糸、ワイヤ、又は、チェーンを備え、及び、任意の適切な直径を有し
、且つ、任意に非吸収性であるか、抗菌性であるか、被覆されているか、コイル状である
か、又は、編まれている回収部材とを備え、及び、シースは、任意に、第１の腕部と第２
の腕部と連結腕部とを有するＹ字形コネクタをさらに備え、第１の腕部は任意に灌注口で
あり、且つ、第２の腕部は任意に栓塞子口である。
【０１１４】
　別の態様では、本発明は診断カプセル送達システムを提供し、この診断カプセル送達シ
ステムは、診断カプセルと、細長い栓塞子と、近位端部と遠位端部とそのシースの中を貫
通して延び且つ栓塞子と診断カプセルとを受け入れることが可能な第１の内腔とを有する
シースであって、任意に動物の体の内側から動物の体の外側に延びることが可能であり、
且つ、動物の体の内側が任意に動物の膀胱の内側を備え、且つ、栓塞子はそのシースの近
位端部からそのシースの遠位端部に延びることが可能であり、且つ、栓塞子は任意の流体
通過のための第２の内腔を任意に備え、且つ、流体通過は任意に動物の膀胱の中へ又は外
へであるシースと、任意のアイレットに取り付けられている任意の回収部材であって、診
断カプセルの回収を可能にするために体腔の中を通って延びるようになっており、且つ、
任意に縫合糸、糸、ワイヤ、又は、チェーンを備え、及び、任意の適切な直径を有し、且
つ、任意に非吸収性であるか、抗菌性であるか、被覆されているか、コイル状であるか、
又は、編まれている回収部材とを備え、及び、シースは、任意に、第１の腕部と第２の腕
部と連結腕部とを有するＹ字形コネクタをさらに備え、第１の腕部は任意に灌注口であり
、且つ、第２の腕部は任意に栓塞子口である。
【０１１５】
　別の態様では、本発明は診断カプセル送達システムを提供し、この診断カプセル送達シ
ステムは、近位端部と遠位端部とそのシースの中を貫通して延びる第１の内腔とを有する
シースと、少なくとも部分的に膨張している間にシースの中を通過するようになっている
バルーンであって、膨張式の端部と首端部とを有するバルーンと、バルーンの首端部を受
け入れることが可能な貫通チャネルをさらに備え、且つ、その首端部は診断カプセルの貫
通チャネルの中を通って延びる診断カプセルと、細長い栓塞子であって、シースは栓塞子
と診断カプセルとを受け入れることが可能であり、シースは任意に動物の体の内側から動
物の体の外側に延びることが可能であり、且つ、動物の体の内側が任意に動物の膀胱の内
側を備え、且つ、栓塞子はそのシースの近位端部からそのシースの遠位端部に延びること
が可能であり、且つ、栓塞子は任意の流体通過のための第２の内腔を任意に備え、且つ、
流体通過は任意に動物の膀胱の中へ又は外へであり、且つ、流体通過は任意にバルーンの
中へ又は外へである栓塞子と、アイレットに取り付けられている任意の回収部材であって
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、診断カプセルの回収を可能にするために体腔の中を通って延びるようになっており、且
つ、任意に縫合糸、糸、ワイヤ、又は、チェーンを備え、及び、任意の適切な直径を有し
、且つ、任意に非吸収性であるか、抗菌性であるか、被覆されているか、コイル状である
か、又は、編まれている回収部材とを備え、及び、シースは、任意に、第１の腕部と第２
の腕部と連結腕部とを有するＹ字形コネクタをさらに備え、第１の腕部は任意に灌注口で
あり、且つ、第２の腕部は任意に栓塞子口である。
【０１１６】
　本明細書及び添付の特許請求の範囲において使用される場合に、単数形「１つ（ａ）」
、「及び（ａｎｄ）」及び「その（ｔｈｅ）」は、明示的に単数形に限定されない限り、
又は、文脈が明瞭にその他の形で指示しない限り、複数の言及を含む。
【０１１７】
　本明細書に引用されているすべての引例と出版物は、明確にその全体において本開示内
容に引例として組み入れられている。診断カプセル、送達／回収システム、キット、及び
、方法の例示的な実施形態が説明されており、及び、本発明の範囲内の想定可能な変形例
に対する言及がなされてきた。これらの及び他の変形例と変更例とが本発明の範囲からの
逸脱なしに当業者にとって明確だろうし、及び、本発明が本明細書で説明されている例示
的な実施形態に限定されることがないということが理解されるべきである。したがって、
本発明は、特許請求の範囲とその均等物だけによって限定されなければならない。
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